
 

 

 

 

導入促進基本計画 

 

１ 先端設備等の導入の促進の目標 

（１）地域の人口構造、産業構造及び中小企業者の実態等 

① 積丹町の人口構造及び産業構造 

 積丹町は昭和３１年（１９５６年）に美国町、入舸村、余別村が対等合併し

誕生しました。合併まもない昭和３５年（１９６０年）の国勢調査では人口８，

０７０人、世帯数は１，５４６世帯でしたが、にしん漁に依存していた沿岸漁

業の衰退、離農や若年労働力の流出などにより人口が減少し、平成２７年（２

０１５年）の国勢調査では、人口２，１１５人、世帯数は９９４世帯となって

います。また、人口の減少とともに高齢化と生産年齢人口の減少が進行してお

り、高齢化率は２８．２％（平成７年国勢調査）から４３．８％（平成２７年国

勢調査）に上昇する一方、生産年齢人口においては５割以上の減少となってい

ます。（平成７年：２，２０３人→平成２７年：９９６人 △５４.８％）この

ため、北海道内でも老齢人口の構成比が高く、少子高齢化の傾向が顕著に見ら

れます。 

 産業構造では、美国川、積丹川、余別川などの流域に、それぞれ漁業や農業

を中心とした漁業集落や農業集落を形成し第１次産業が発展してきましたが、

近年では、昭和３８年にニセコ・積丹・小樽海岸国定公園に指定されたことを

受け、景勝地を訪れる観光客が増加し、観光業が町の産業として成長してきま

した。また、産業の基盤となる土地の形態としては、町の総面積約２３８ｋ㎡

のうち、約８８％を林野面積が占めています。 

 次に従事者数でみると、第３次産業（サービス業その他）が最も高く５４．

３％となり、次いで第１次産業（農林漁業）が２９．０％、第３位が第２次産

業（建設業等）１３．５％となっています。（平成２７年国勢調査） 

 

   【表】積丹町の産業構造               

（単位：人） 
 

従事者数 割合 

第１次産業 ３０３ ２９．０％ 

第２次産業 １４１ １３．５％ 

第３次産業 ５６６ ５４．３％ 

分類不能  ３３ ３．２％ 

合   計 １，０４３ １００．０％ 
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産業別算出付加価値額割合

 産業別の付加価値額の全体構成をみると、住民の日常生活の買い物に利用さ

れる商店などの卸売業、小売業が最も多く２４．６％を占め、次いで、北海道

遺産に認定された神威岬や日本の渚百選に選ばれた島武意海岸などの景勝、ま

た、全国的にも評判が高い海産物のウニを求めて観光客が訪れるため、宿泊業、

飲食サービス業が２４．３％となっており、３番目に建設業の２２．３％とな

っています。また、農林漁業や製造業は事業所があるものの、付加価値額を生

み出すような規模ではありませんが、いずれの産業も中小企業者によって支え

られている構造となっています。（平成２４年経済センサス－活動調査） 

  

 【表】積丹町の産業別付加価値額・割合 

        （単位：百万円） 
 

事業所数 付加価値額 割合 

農林漁業 １  ％ 

建設業 ９ １８９ ２２.３％ 

製造業 ２  ％ 

運輸業、郵便業 ４ ５８ ６．８％ 

卸売業、小売業 ４４ ２０９ ２４．６％ 

宿泊業、飲食サービス業 ２３ ２０６ ２４．３％ 

医療、福祉 ３ ５２ ６．１％ 

その他 ２８ １３４ １５．８％ 

合計 １１４ ８４８ １００．０％ 

  

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

② 事業所数の減少と高齢化等 

 積丹町では、人口減少とともに地域経済を担う町内商工業者数も減少してい

ます。（平成１９年５月 一般会員１０６名 → 平成３０年５月 一般会員９

４名（△１１．３％）積丹町商工会調べ） 

 併せて事業所数の減少とともに経営に携わる者の高齢化が進行し、平成１７

年の５８．７歳に対して、平成２７年は６３．７歳となっており（各年国勢調

査 管理的職業従事者数）、今後、数年内に多くの経営者が引退年齢を迎えるこ

とが見込まれるとともに、後継者のなり手がいないため、設備の更新がなされ

ず、老朽化が進んでいると考えられます。 

 

 

 

③ 積丹町内の産業における課題 

 人口減少と高齢化の影響が町内の中小の企業・事業所に及んでおり、また、

設備の老朽化も深刻な状況であることから、今後、地域の中小企業が益々 

衰退していく状況が危惧され、その対応が喫緊の課題となっています。 

 

（２）目標 

積丹町内の中小企業においては、人口や従事者の減少、また、高齢化の中にあ

っても、設備を更新して労働生産性を維持し、商品やサービスの付加価値を高め

ることで、漁業・農業と商工観光業の連携による６次産業化を図るなど、魅力の

ある業種への発展を促していく必要があります。 

労働生産性の向上のためには、助成措置や税制の優遇措置により事業者の設備

投資に対する意欲を喚起し、かつ、支援していくことが必要であることから、生

産性向上特別措置法第３７条第１項の規定に基づく導入促進基本計画を策定し、

中小企業者の先端設備等の導入を促すことで、地域経済の更なる発展を目指しま

す。 

これを実現するための目標として、計画期間中に３件程度の先端設備等導入計

画の認定を目標とします。 
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（３）労働生産性に関する目標 

先端設備等導入計画を認定した事業者の労働生産性（中小企業等の経営強化に

関する基本方針に定めるものをいう。）が年率３％以上向上することを目標としま

す。 

 

２ 先端設備等の種類 

 積丹町の産業構造においては、ひとつの産業に偏在しているとはいいがたく幅広

い設備において生産性の向上を図ることが必要であるため、本計画において対象と

する設備は、中小企業等経営強化法施行規則第７条第１項に定める先端設備等すべ

てとします。 

 

３ 先端設備等の導入の促進の内容に関する事項 

（１）対象地域 

 積丹町の地勢、集落及び土地利用形態においては、国道２２９号や道道９１３

号野塚婦美線を中心として、海岸線に沿って大きく９つの集落が形成されており、

集落毎に経済活動が営まれています。また、産業別にも点在しているため、町全

域において生産性を向上させる必要があることから、積丹町全域を本計画の対象

とします。 

 

（２）対象業種・事業 

 積丹町の産業構造においては、特定の産業に偏在しているとはいいがたいこと

から、本計画において対象とする業種は、全業種とします。 

 生産性向上に向けた事業者の取組は、新商品の開発、自動化の推進、ＩＴ導入

による業務効率化、省エネの推進、市町村の枠を超えた海外市場等を見据えた連

携等、多様であるため、本計画において対象とする事業は、労働生産性が年率３％

以上に資すると見込まれる事業すべてとします。 

 

４ 計画期間 

（１）導入促進基本計画の計画期間 

 国が同意した日から５年間とします。 

 

（２）先端設備等導入計画の計画期間 

 ３年間、４年間又は５年間とします。 

 

５ 先端設備等の導入の促進に当たって配慮すべき事項 

（１）雇用への配慮 

 町は、人員削減を目的とした取組を計画認定の対象としない等、雇用の安定に

配慮するものとします。 

 

 



 

 

 

（２）健全な地域経済の発展への配慮 

 町は、公序良俗に反する取組や、反社会的勢力との関係が認められるものにつ

いては先端設備等導入計画の認定の対象としない等、健全な地域経済の発展に配

慮するものとします。 

 


